
令和２年６月２２日 

 

社会福祉法人大樹会 一般事業主行動計画 

 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい職場環境をつくることによって、

全ての職員がその能力を充分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 令和２年７月１日～令和５年６月３０日までの３年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ７月～ 法に基づく諸制度の調査 

●令和 ２年 ８月～ 制度に関するパンフレットを職員へ配布するとともに、法人相談窓口の再周

知を図る。 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ７月～ 各職員、職場の残業を調査、原因究明を行うとともに、管理者対象に検討会

を行う。 

 ●令和 ２年１０月～ 管理職を対象とした意識改革のための研修を年２回実施する 

 ●令和 ２年１１月～ 各施設会議等による職員への周知 

 ●令和 ３年 １月～ ３ヶ月毎に各職員の３ヶ月間の残業時間を集計し、残業の多い職員に対し、

定時退社を促す。 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ７月～ 管理者への聞き取り調査等による実態把握 

 ●令和 ２年１０月～ 研修内容の検討 

 ●令和 ３年度  ～ 研修の実施 

目標１：産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育児中の社会保険料免除などの制度の周知や

情報提供を行なう。 

 

目標２：業務の精査、整理を行い所定外労働の削減を図る。 

 

 

 

目標３：育児休業等を取得しやすい環境つくりのため、管理者の研修を行う。 

 

 

 



 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ７月～ 受入れ体制の拡充 

 

 

 

目標４：地域の小中学生を対象としたボランティア受入れ、職場体験の受入れ、また介護実習の受 

    け入れを行う。 

け入れを行う。 

 

 

 


